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さくらさくみらい
　　　　　　勝どき

クオリスキッズ
　　　月島保育園

令和4年
10月1日

令和4年
10月1日

(63)

(84)

(株)さくらさ
くみらい

(株)クオリス

勝どき4-8-4

月島3-16-1
アヴェルーナ月島
1～3階

保育所

保育所

　第31条第２項：市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、
　　　　　　　　あらかじめ、第77条第１項（市町村等における合議制の機関）の審議会その他の合議制の
　　　　　　　　機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者
　　　　　　　　その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない｡

　第43条第２項：市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業の利用定員を定めようとするときは、
　　　　　　　　あらかじめ、第77条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあっては
　　　　　　　　その意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当
　　　　　　　　事者の意見を聴かなければならない。
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確認対象施設の利用定員一覧

　区が特定教育・保育施設（幼稚園・保育所・認定こども園）及び特定地域型保育事業の運営事業者等に給
付費（委託費）の支給を行うための確認を行うにあたり、これらの施設・事業の利用定員を定めようとする
ときは、あらかじめ子ども・子育て会議において意見を聴くことが規定されています。（子ども・子育て支
援法第31条第２項及び第43条第２項）
　令和４年10月開設予定の特定教育・保育施設の利用定員は次のとおりです。

施設の状況

設置者名称
認可・
認定
定員数

当該確認
に係る
事業開始
予定年月日

利用定員

１号
認定

２号認定

３号認定

計
満1歳
未満

満1歳
以上

施設名
施設
種別

所在地

資料 ４



3F

2F

1Fﾄｲﾚ 前室 検収室

調理室

前室

水遊び
ｽﾍﾟｰｽ

更衣室

倉庫 EV

廊下

洗
濯
室

ﾎｰﾙ
事務室兼
医務室

誰でも
ﾄｲﾚ相談室

ﾊﾞｷ゙ ｰ
置場

屋内
避難
階段

共同住宅部分

屋外
避難階段保育所

出入口

◀

屋内
避難
階段

屋外
避難階段

屋外
避難階段

幼児ﾄｲﾚ

1歳児室

2歳児室

倉庫

EV

ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

EV

4・5歳児室

3歳児室

収納

収納

廊下

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

収納
収納

倉
庫

廊下

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

収納

幼児ﾄｲﾚ

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

PS

クオリスキッズ月島園1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計
16名 12名 6名 3名 3名 40名

屋内
避難
階段

(有効57.35㎡)

(有効40.26㎡)

(有効75.42㎡)

(有効36.37㎡)

駐輪
ｽﾍﾟｰｽ

■

室外機置場
共同
住宅
部分

共同
住宅
部分

ﾊﾞﾙｺﾆｰ

避難用出口

◀

避難用出口

▶

PS

P
S

PS

EPS

EPS

EPS




